
横浜市保育所児童保育要録の取扱い・記入について 

令和４年 12 月 20 日改訂 
                    横浜市こども青少年局保育・教育支援課 

 
１ 保育所児童保育要録の趣旨 
  保育所児童保育要録（以下「保育要録」という。）は「保育所での子どもの育ちをそれ

以降の生活や学びへとつなげていく」、「小学校において子どもの育ちを支え、子どもの

理解を助ける」という期待から、保育所生活を通して子どもが育ってきた過程を振り返

り、その姿や発達の状況を簡潔にまとめたものです。子どもの最善の利益を考慮し、保

育所から小学校へ子どもの可能性を受け渡していくものであると認識することが大切で

す。                                   
 
２ 対象児童、送付時期・方法、修正について 
 （１）対象児童 

翌年度小学校に入学する児童で、３月１日に保育所に在籍見込みの児童 
（２）作成、送付時期及び方法 

施設長の責任の下、担当の保育士が記載します。 
施設長は作成した保育要録の写しを遅くとも３月 10日ごろまでに各小学校長に届

くように送付します。 
個人情報を含む書類であることから、各保育所は送付書を添え、直接交付（手渡

し）や簡易書留郵便など確実な方法で各小学校に届け、受領書を受け取ります。（受

け渡しは代理も可とします。受領書は各学校で作成します。） 
（３）修正 

ア 子どもの状況が変わった場合 
提出日から３月 31 日までの間に、子どもの状況等について、小学校へ伝えるべき

重要な変化（家庭の状況や健康状態等）があった場合には、施設長は原本に追記・

修正したもの（追記・修正日を記入）の写しを小学校長へ送付します。修正は、原

本に修正箇所を二重線で消してから記入します。 
   イ 就学先が変わった場合 

送付した後に転居することになり、小学校が変わる場合は、修正日を記入の上、

原本の就学先や住所を修正の上、転居先の小学校長へ写しを送付します。その際、

すでに送付済みの要録については、原則施設長が責任をもって回収します。 

 
３ 保育要録の保存・管理等について 
（１）保育所における保存期間・管理 

保育要録の原本については、保育要録の趣旨を鑑み、当該児童が小学校を卒業す

るまでの間（６年間）保存します。それ以降は廃棄処分します。 
保育要録は、児童氏名、生年月日等の個人情報を含むものであるため、個人情報の
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保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）等を踏まえて、施設長は、その取扱い

を厳重に管理し、金庫・書庫など施錠できる場所に保管します。 
 

（２）保育要録の開示 
    保育要録は、個人情報を含むものであり、個人情報の保護に関する法令等を踏ま

え、適切に取り扱わなくてはなりません。保育要録を事前に保護者等に開示を行う

必要はありません。 
小学校へ送付後、保護者等から開示請求があった場合は法令等に基づき次のとお

り対応をします。 
    ア 民間保育所における取り扱い 

「個人情報の保護に関する法律」に則って、適切に対応します。 
イ 市立保育所における取り扱い 

「横浜市個人情報の保護に関する条例」に基づいた取扱いとし、他の個人情報

の開示の扱いと、同様に対応します。 
 
４ 保育要録の記入上の注意点 
（１）記入上の全般的な注意・留意点 
  ・子どもや保護者の人権には十分配慮します。 
  ・一人一人の子どもの良さや全体像が伝わるように記載します。 
  ・前向きに肯定的に記載します。 
  ・子どもの育ちを小学校へつなげるためのものと捉え、支援の仕方やかかわり方が具

体的にわかるように記載します。 
・過度な負担とならないよう子どもの育ちを記録する保育経過記録等の活用や、保育

要録を子どもの育ちの記録とするなどの工夫を各保育所で検討します。 
 
〈書き方例〉 

  ◆好ましい書き方 
・取り掛かりの遅い傾向があったが、保育者が見通しのある言葉をかけること

によって、少し先のことを見通せるようになった。 
・絵画制作など、苦手意識をもっている活動にも、保育士から認められること

で、粘り強く最後まで取り組むようになってきた。 
 （支援の仕方やかかわり方を具体的に書くとよい） 
◆好ましくない書き方 

・○○はできない。 
・○○のことで注意されることが多い。 
・いつも○○するのでトラブルになる。など 

 
 
 



（２）入所に関する記録 
ア 氏名・現住所・生年月日 

  ・それぞれに従って記載します。 
 
 イ 保護者の氏名及び現住所 
 
ウ 児童の保育期間（入所及び卒所年月日） 

  ・保育要録を記載する保育所に在籍した期間を記載します。 
   （３月 31 日卒所見込みとします。） 
 
 エ 児童の就学先（小学校名） 
 
オ 保育所名及び保育所所在地 

・正式な保育所名及び所在地（電話番号を付記する）を記載します。 
 
カ 施設長名・担当保育士名 
・記載が完了した後に、記入について責任を有する施設長及び担当保育士が氏名を記

入します。 
 

（３）保育に関する記録 
 保育に関する記録は、保育所において作成した様々な記録の内容を踏まえて、最終 
年度（小学校就学の始期に達する直前の年度）の１年間における保育の過程と子ども 
の育ちを要約し、就学に際して保育所と小学校が子どもの関する情報を共有し、子ど 
もの育ちを支えるための資料としての性格を持つものとします。 
 また、保育所における保育は、養護及び教育を一体的に行うことをその特性とする 
ものであり、保育所における保育全体を通じて、養護に関するねらい及び内容を踏ま 
えた保育が展開されることを念頭に置き、記載します。 
 
ア 保育の過程と子どもの育ちに関する事項 
  最終年度における保育の過程及び子どもの育ちについて、次の視点から記入しま

す。 
（ア） 最終年度の重点 

年度当初に、全体的な計画に基づき長期の見通しとして設定したものを記入し 
ます。 

（イ） 個人の重点 
1 年間を振り返って、子どもの指導について特に重視してきた点を記入します。 

（ウ） 保育の展開と子どもの育ち 
次の事項について記入します。 

① 最終年度の 1 年間の保育における指導の過程及び子どもの発達の姿について、
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以下の事項を踏まえ記入します。 
・保育所保育指針第２章「保育の内容」に示された各領域のねらいを視点とし

て、子どもの発達の実情から向上が著しいと思われるもの。その際、他の子ど

もとの比較や一定の基準に対する達成度についての評定によって捉えるもの

ではないことに留意します。 
② 就学後の指導に必要と考えられる配慮事項等について記入します。 
③ 記入に当たっては、特に小学校における子どもの指導に生かされるよう、保育

所保育指針第１章「総則」に示された「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」

を活用して子どもに育まれている資質・能力を捉え、指導の過程と育ちつつあ

る姿をわかりやすく記入するように留意します。その際「幼児期の終わりまで

に育ってほしい姿」の趣旨や内容を十分に理解するとともに、これらが到達す

べき目標ではないことに留意し、項目別に子どもの育ちつつある姿を記入する

のではなく、全体的かつ総合的に捉えて記入します。 
（エ） 特に配慮するべき事項 

子どもの健康の状況等、就学後の指導における配慮が必要なこととして、特記 
すべき事項がある場合に記入すること。 

  イ 最終年度に至るまでの育ちに関する事項 
    子どもの入所時から最終年度に至るまでの育ちに関して、最終年度における保育 

の過程と子どもの育ちの姿を理解する上で、特に重要と考えられることを記入する 
こと。   

（４）写しの作成及び小学校への送付 
  ・小学校へ送付する時は、原本の写しを小学校へ送付します。 

 
５ 保護者への制度等の周知 

（１） 保育要録は、保護者との信頼関係を基盤として、保護者の思いを踏まえつつ記載 
するとともに、個人情報を含む保育要録の趣旨及びその内容と、保育要録が就学先 
の小学校に送付されることを、入所時や懇談会などを通して、あらかじめ保護者に 
周知しておきます。 
＜内容例＞   

   ・保育所保育指針は、保育所における保育の内容やこれに関連する運営等を定め

たもの。平成 20 年３月に厚生労働大臣の告示として定められたものであり、規

範性を有する基準としての性格をもつ。 
   ・保育所保育指針の第２章４（２）ウに「～子どもの育ちを支えていくための資

料が保育所から小学校へ送付されるようにすること」と記されている。 
    ・保育要録は「保育所での子どもの育ちをそれ以降の生活や学びへとつなげてい

く」、「小学校において子どもの理解を助け、育ちを支える」という期待から、

子どもが育ってきた過程を振り返り、保育における援助の視点や配慮を踏まえ、

その育ちの姿を的確に記録することが必要。子どもの最善の利益を考慮し、保

育所から小学校へ子どもの可能性を受け渡していくものであると認識すること
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が大切である。 
    ・「個人情報の保護に関する法律」に基づいた取扱いとする。 
     個人情報を第三者に提供する際には本人の同意が必要であるが、就学先の小学

校へ保育要録を送付することについては、同意が不要である。                                   
 

  （２）住所や就学先が変わったときは、必ず知らせてもらえるように働きかけます。 
 
６ その他 

（１）様式及び「保育要録の様式、取扱い・記入について」の内容は、保育要録を使用

していくなかで、適宜見直しを行います。 
（２）記入すべき事項が多い場合は、別紙の添付も可とします。 
 
 

 
 


